
第２回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 次第

日 時：令和７年12月19日（金）18時00分～

場 所：香川県庁本館12階 大会議室

１ 開 会

２ 議 題

（１）第１回委員会の振り返り

（２）精神身体合併症の課題と対応

（３）県立精神科病院が担うべき役割

（４）その他

３ 閉 会

［配布資料］

・ 香川県立丸亀病院整備検討委員会名簿、配席図

・（資料１) 第１回委員会の振り返り

・（資料２) 精神身体合併症の現状等について

・(資料３) 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院

      精神科病棟の現状（2024年度）

・(資料４) アンケート調査結果

・(資料５) 県立精神科病院として丸亀病院がこれまで担ってきた業務、役割

・(参考資料) 丸亀病院の現状と役割（第１回委員会資料抜粋）



香川県立丸亀病院整備検討委員会 委員名簿

役 職 氏 名 所属・役職

委員長 久米川 啓 （一社）香川県医師会 会長

委 員

上田 夏生 香川大学 学長

岡﨑 美恵子 公認会計士

佐藤 仁 日本精神科病院協会香川県支部 支部長

星川 洋一 香川県健康福祉部 理事

真鍋 洋子 アイル・パートナーズ株式会社 代表取締役会長

森 由弘 KKR 高松病院 病院長

吉村 美登利 香川県精神障害者家族連合会 会長

※敬称略、委員は五十音順

第２回香川県立丸亀病院整備検討委員会 参考人名簿

役 職 氏 名 所属・役職

参考人

沖屋 康一
社会医療法人財団大樹会 総合病院 回生病院

病院長

篠原 宏美
社会医療法人財団大樹会 総合病院 回生病院

精神病棟看護課長



第２回　香川県立丸亀病院整備検討委員会　配席図

令和７年12月19日（金）18時00分～

香川県庁本館12階　大会議室
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第１回委員会の振り返り

項目 概要

精神身体

合併症

・県立病院に絶対にしてほしいことは、身体合併症である。単科精神

科病院では、身体的な生死に関わる症状を治療することができず、

２次、３次救急の機能があるべき病院で受けていただくしかない。

・大学病院の役割は、急性期や高度急性期医療であり、慢性的な患者

は想定していない。身体合併症患者については、総合病院としてお

役に立てることも多いかと思うが、長期的な患者のケアは難しい

・今後、高齢化が進み、認知症患者や内科疾患を抱えた身体合併症患

者が増える。

・自分の子が精神身体合併症になった時に、どこの病院も受けてく

れないということはあってほしくない。ここにあったらすぐにい

けるという状態にしていただけたならありがたい。

・精神科単科病院を望む医師が多いと説明があったが、身体合併症

の症例を経験できる病院でも研修をしていかなければならない。

県立精神

科病院が

担うべき

役割

・県立病院だからこそやれることをやった結果として赤字であれば、

仕方がない。しかし、それが一般的な病院と同じことをやって赤字

ではだめであり、県立病院だからできることをやっていただきた

い。

・私たちが納めた税金の配分を考えたときに、どうやっていくかと

いうことは、とても大事な問題である。

・ベンチマーク病院との比較では、公立病院という同じ条件で比較

しても数字が悪いため、どうあるべきか議論いただかなければな

らない。

・丸亀病院の精神科救急拠点病院としての患者が少ないということ

は、民間・地域医療が充実している証拠だと捉えることはできる。

・（事務局）民間病院では担えない機能は、結核医療である。

※当委員会においては、県立精神科病院の果たすべき役割を整理した上で、具体的な

機能・規模等について検討し、最終的に「意見書」をとりまとめる。

資料１



精神身体合併症の現状等について

資料２

第２回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 令和７年12月19日



精神疾患の医療体制構築に係る指針（身体合併症） 1

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月31日医政局地域医療計画課長通知）

精神疾患の医療体制構築に係る指針（抄）

（１１）身体合併症

（基本情報）

身体合併症対応については、精神科救急医療を担う医療機関の多くは精神科単科の医療機関であり、受入れが困難である場合

も少なくない。一方、精神科以外の診療科においては、患者が精神疾患を合併している場合の対応に苦慮していることが多い点も

指摘されている。また、身体疾患と精神疾患ともに入院による治療を必要とする患者が発生する割合は人口１万人対年間2.5件と

推計されており、救命救急センターの入院患者のうち、12％の入院患者は何らかの精神科医療を必要とし、2.2％の入院患者は

身体疾患と精神疾患ともに入院による治療を必要とするとされる。

（医療提供体制に関する検討課題）

精神障害を有する方等及び地域住民の負担に配慮したアクセスのしやすさを確保する観点から、精神症状と身体症状を一元的

に対応できる医療機関の整備を今後、推進していくことが重要であり、このような医療機関として、公的な病院、総合病院の精神

科や精神科を有する特定機能病院が役割を担うことが考えられる。

いずれの場合であっても、身体合併症対応については、地域の実情に応じ、精神科救急医療施設と他科の医療機関との連携に

より支援し合う仕組みの構築が求められる。

このような中で、第８次医療計画においては、精神障害者の身体合併症に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、

精神障害者の身体合併症に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連

携拠点機能の強化を図る必要がある。

○ 精神疾患の医療体制構築に係る指針において、「精神症状と身体症状を一元的に対応できる医療機関の整備

を今後、推進していくことが重要」であること等が示されている。

出典：（中央社会保険医療協議会）入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料【抜粋】



精神身体合併症の重症度別の診療場所について（イメージ）

2
出典：中央社会保険医療協議会 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料

○ 精神身体合併症への対応は、精神症状の重症度と身体症状の重症度・病期に応じて、対応する
医療機関が異なるとの指摘がある。

○ 身体症状の重症度が高く精神症状もある患者への対応については、精神病床を有する総合病院
や、精神科医が対応可能な総合病院が必要である。また、精神科リエゾンを提供可能な一般病床に
おいては、幅広い身体症状に精神症状を併存した患者への対応が期待される。



総合病院精神科が担っている機能 3

出典：中央社会保険医療協議会 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料

○ 総合病院精神科において、身体管理が必要な精神科専門治療、自殺企図関連の合併症治療、先行
する精神疾患に身体疾患が合併した患者の治療等の役割を果たすことが期待されている。



精神科病院と一般病院の精神病床数の推移

4出典：中央社会保険医療協議会 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料

○ 精神病床数は減少傾向にあるが、精神科病院よりも一般病院で、その減少傾向が大きい。



精神病床以外の病床で受け入れ可能な精神疾患について 5

出典：中央社会保険医療協議会 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料

○ 急性期の一般病床において、精神科の対応体制に応じ、精神疾患の種類ごとに、対応可能と回答
があった医療機関の割合は以下の通り。
○ すべての疾患について、精神病床を有する病院の方が、それ以外の病院よりも対応可能と回答し
た割合が多い傾向にあった。



疾患別の病院収容平均所要時間

6
出典：中央社会保険医療協議会 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年７月17日資料

○「精神系」による救急搬送人員数は92,802人であり、全搬送者数の2.1%であった。
○救急搬送に係る時間を傷病別に見ると、「精神系」は他疾患と比較して長い傾向にある。



総合病院（二次救急医療施設）における精神病床の推移（香川県） 7

状況病院名

Ｈ２０廃止 △１９０床さぬき市民病院

Ｈ２２～２５ 段階的に成人用病床を廃止△５０床

現在は、児童病床２２床のみ
四国こどもとおとなの医療センター

Ｈ３０廃止 △７０床高松市立みんなの病院

香川県では、回生病院を身体合併症拠点病院として指定している。

精神病床を設置している総合病院は、少なくなってきている。

備考
許可

病床数
病院名

精神一般

救命救急センター26587613香川大学医学部附属病院

身体合併症拠点病院51346397回生病院

総合周産期母子医療センター
22

（児童のみ）

667

（重症心身障害

児215床含む）

667四国こどもとおとなの医療センター

 精神病床の削減の推移

 現在精神病床を設置している総合病院（二次救急医療施設）



①精神科身体合併症関係加算算定件数の推移（全国・香川県）

■精神疾患診療体制加算

8出典：各年度のNDBオープンデータ（厚生労働省）、四国厚生支局施設基準届出状況

人口10万人
当たり件数

全国順位（R5）

H28基準の
増加率

R5R4R3R2R1H30H29H28精神疾患診療体制加算

―＋34.7%5,5324,2344,5194,3964,5954,2124,0193,610
精神疾患診療体制
加算１

全
国

―＋63.5%10,3067,4325,7725,3974,9985,1304,9473,758
精神疾患診療体制
加算２

37位▲214.3%2118192430373466
精神疾患診療体制
加算１香

川
県

26位▲5.8%52621615537444020255
精神疾患診療体制
加算２

精神疾患診療体制加算（※）は、一般病院において、身体合併症に対する入院治療が必要な精神疾患患者の転院や、

精神症状を併せ持つ救急搬送患者に対し精神科医が診療を行った場合の評価として、H28 年度に新設され、

この加算算定件数は、新設以降、全国は増加しているものの、香川県は減少している。

※診療報酬の加算：医療機関が特定の条件を満たした場合、入院基本料等の基本点数に加え、さらに点数が追加されること。

県内届出病院（令和7年11月1日現在）説明加算名

10病院
三豊総合病院、丸亀医療センター、回生病院、
香川労災病院、坂出市立病院、
こどもおとな医療センター、高松赤十字病院、
KKR高松病院、県立中央病院、香川大学附属病院

精神科病院の求めに応じ、身体合併症に対する入院治療
を要する精神病棟に入院している精神疾患患者の転院を
受け入れたことを評価するもの。

精神疾患診療体制加算１
（H28年度新設）

身体疾患又は外傷と、精神症状を併せ持つ救急搬送患者
を精神科医が診療したことを評価するもの。

精神疾患診療体制加算２
（H28年度新設）



②精神科身体合併症関係加算算定件数の推移（全国・香川県）

■精神科身体合併症管理加算

9

出典：各年度のNDBオープンデータ（厚生労働省）、四国厚生支局施設基準届出状況

精神病床に入院した精神科身体合併症患者の対応のための精神科身体合併症管理加算（※）算定件数が、H２8年度

以降、全国・香川県ともに増加している。

※診療報酬の加算：医療機関が特定の条件を満たした場合、入院基本料等の基本点数に加え、さらに点数が追加されること。

人口10万人

当たり件数

全国順位

（R5）

H28基準の

増加率
R5R4R3R2R1H30H29H28

―＋43.0%762,152635,835585,143561,470426,942437,586433,982434,258全国

８位＋33.7%9,1189,1496,9916,8605,0045,8035,7196,041香川県

県内届出病院（令和7年11月1日現在）説明加算名

９病院

馬場病院、三光病院、いわき病院、

五色台、赤沢病院、丸亀病院、

みとよ市民病院、

回生病院、香川大学附属病院

精神病床に入院している身体合併症を併発した精神疾

患患者に対して、精神科医師と内科又は外科医師が協

力し、治療が計画的に提供されることを評価するもの。

精神科身体

合併症管理加算

（H20年度新設）



救命救急センター設置病院における精神病床設置状況（全国・香川県）

10

出典：令和7年度県立病院課調べ
①各厚生支局の診療報酬施設基準届出状況
②政府統計の総合窓口（e-Stat）のR6年10月１日現在の人口

2.8
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4.0
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6.0

香川県 全国平均

人口10万人当たり病床

 人口１０万人当たりの病床数

・香川県の救命救急センター設置病院における精神病床を有しているのは、香川大学医学部附属病院のみ。

・香川県の救命救急センター設置病院における精神病床人口１０万人当たりの病床は、全国平均と比較して少ない状況。

（全国順位：42位）

・県立中央病院において、精神病床の設置又は精神科を標榜していないのは、石川県立中央病院と香川県立中央

病院のみ。

ただし、石川県立中央病院は、常勤の精神保健指定医が２名勤務。香川県立中央病院は、常勤の精神科医は勤務して

いない。



香川県立中央病院の精神身体合併症患者の状況①
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R5年度 R6年度

精神身体合併症の患者数（DPC対象患者）

38.2%

61.8%

精神身体合併症患者のうち、
特定入院料算定（※）患者割合（R6）

算定割合 未算定割合

※特定入院料算定患者：救命救急入院料、特定集中治療室
（ICU）入院料、HCU入院料算定（重症患者）

• 中央病院の患者のうち、1割弱の患者が精神身体合併症（入院時に精神・認知症疾患の併存病名のあ

る）患者。主病名は、がん、心臓病、脳卒中、外傷等が多い。

• 精神身体合併症患者のうち、約４割は重症系ユニットに入院（算定）する患者。

（全患者の重症系ユニット入院（算定）患者は、約２割）

11



香川県立中央病院の精神身体合併症患者の状況②

68
71
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R5 R6

他院・単科精神科病院からの転院患者

他院からの転院患者 うち単科精神科病院からの転院患者

精神身体合併症患者のうち、１割弱は他院からの転院患者。
そのうち、単科精神科病院からの転院も一定ある。
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香川県立丸亀病院の精神科身体合併症患者の転院状況

転院件数病院名

11精神病床設置の総合病院A

5精神病床設置の総合病院B

2精神病床設置の総合病院C
2総合病院D
1総合病院E
1総合病院F
1総合病院G
23合計

令和６年度の精神科身体合併症患者の転院件数と拒否件数

・身体合併症患者の総合病院への転院は、拒否されるケースが多く、苦慮している状況。

（多い場合は、3～５病院に拒否されている。）

・精神病床設置の総合病院が身体合併症患者の転院を多く受け入れている。

件数拒否病院数

4１病院に拒否された件数

1２病院に拒否された件数

1３病院に拒否された件数

3４病院に拒否された件数

1５病院に拒否された件数

10合計

・転院が必要な２３症例のうち、１０症例は拒否されている。

13
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参考



精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会（厚生労働省設置）の状況 15

出典：精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会 令和7年９月８日資料



精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会（厚生労働省設置）の状況

16出典：精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会 令和7年９月８日資料
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2024年度病床稼働率の推移 （単位：%）

66.9%
17.5%

10.4%

3.2% 1.3%
0.6%

年間診療科別手術件数割合 （n=154）

整形外科 消化器内科 外科 脳神経外科 泌尿器科 産婦人科

社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 

精神科病棟の現状（2024 年度） 

 

・病床数：許可病床数 51床（保護室 2床含む） 

・職員数：精神保健指定医 3名（常勤）・1名（非常勤外来のみ） 

      看護師 19名 看護補助者 1名 

・平均病床稼働率 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ・1日平均患者数  33 名 

 ・年間入院患者数   381名（転入含む） 

新入院患者数  316名 

      転入患者数  65名 

 ・年間退院患者数   354名 

 ・平均年齢（入院患者） 71.9歳 

 ・平均在院日数  35 日 

 ・救急搬送件数  212 件／381名中（55.6％）  

 ・手術件数     154 件 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

外科 

消化器内科 
整形外科 

資料３ 
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43.6%

27.8%

8.1%

7.6%

6.8%

6.0%

入院患者の精神疾患別割合（n=381）

認知症疾患 統合失調症 躁鬱病 知的障害 アルコール中毒 その他

認知症疾患

統合失調症

躁鬱病

37.8%

18.1%

10.0%

5.8%

5.2%

2.9%

20.2%

入院患者身体疾患別割合 （n=381）

骨折 消化器系 呼吸器系 腫瘍 脳血管 薬物中毒 その他

・入院患者の主な精神科疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入院患者の主な身体合併疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・患者の退院先（n=354） 

 2024年度退院先 人数(名) 割合(%) 

1 家庭への退院 84 23.7 

2 他院の療養病棟へ転院 3 0.8 

3 他院の回復期リハビリテーション病棟への転院 3 0.8 

4 他の病院への転院(1～3以外) 137 38.7 

5 介護老人保健施設に入所 24 6.8 

6 介護老人福祉施設に入所 16 4.5 

7 社会福祉施設、有料老人ホームへ入所 54 15.3 

8 死亡 33 9.3 

 合計 354 100.0 
 

骨折 

消化器系 



 
 

資料４ 

アンケート調査結果 

第 2回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 令和７年 12月 19日 

（香川県の精神身体合併症医療及び精神科医療における今後

の県立病院に求められる役割に関するアンケート調査） 
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１．調査目的 

  香川県の精神身体合併症に関する現状、県立精神科病院が香川県の精神医療において果たすべき役割について、各関係機関の

状況及び意見等を調査し、香川県立丸亀病院整備検討委員会における検討の参考とする。 

 

２．調査実施期間 

  令和７年 11月 18日（火）～令和７年 11月 28日（金） 

 

３．調査内容 

  アンケート調査票（本資料 13ページ以降）のとおり 

   

４．調査対象区分、調査票回収率  

調査対象 調査票回収率（回収数 n／調査対象数Ｎ） 

(１) 精神病床を有する病院（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 94％（n＝16／Ｎ＝17） 

(Ａ単)：単科精神科病院    90％（n＝９／Ｎ＝10） ※丸亀病院を除く 

(Ｂ療)：療養病床、一般病床を有する病院 100％（n＝４／Ｎ＝４） 

(Ｃ総)：２次、３次救急総合病院 100％（n＝３／Ｎ＝３） 

(２) (Ｄ保)：保健所 100％（n＝５／Ｎ＝５） 

(３) (Ｅ消)：消防本部 100％（n＝９／Ｎ＝９） 

合計 97％（n＝30／Ｎ＝31） 
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５．調査結果（概要） 

１ 精神病床及び医師の体制等について（令和７年４月１日現在 ①～④のみ） 

項目 単位 
 (Ａ単)  

n＝10※ 

(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝17 
 民間 

n＝12 

公的 

n＝５※ 

①許可精神病床数（精神病床） 床 2,483 309 99 2,891  2,538 353 

②稼働精神病床数（精神病床） 床 2,322 309 99 2,730  2,436 294 

③精神科医師数（正規職員） 人 80 11 15 106  84 22 

③精神科医師数（非正規職員） 人 39 5 9 53  38 15 

④③のうち精神保健指定医数（正規職員） 人 53 7 13 73  55 18 

④③のうち精神保健指定医数（非正規職員） 人 22 2 2 26  23 3 

⑤精神病床の延入院患者数（R6年度） 
【毎日 24 時（R6年度）現在在院患者数＋
R6年度退院患者数】 

人 769,183 107,923 22,945 900,051  829,025 71,026 

⑥精神病床稼働率（R6年度） 

【（⑤÷（②÷365日））×100】 
％ 90.8 95.7 63.5 90.3  93.2 66.2 

※ 問１のみ県立丸亀病院の状況を加えている。 

  

※このページは、「精神病床を有する病院」のみが調査対象 
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２ 身体合併症対応について  

（１）身体合併症患者の病院種別転院件数（対象：令和７年４月 1日～７年６月 30日の３か月間） 

項目 単位 
 (Ａ単) 

n＝９ 

(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝16 

①  精神科の無い病院への転院 件 35[1] 6[1] 0[1] 41[1] 

②  精神科の標榜はあるが精神病床のない
病院への転院 

件 6[4] 0[3] 0[1] 6[4] 

③  精神病床がある病院への転院 件 25[2] 3[2] 0[1] 28[2] 

④  不明 件 14[3] 0[3] 0[1] 14[3] 

合計 件 80 5 0 85 

(２) 身体合併症患者の転院・転院拒否件数（対象：令和７年４月 1日～７年６月 30日の３か月間） 

項目 単位 
 (Ａ単) 

n＝９ 

(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝16 

①  転院件数 件 50 5 0 55 

②  転院拒否件数 件 9 2 0 11 

③  ②のうち１病院に拒否された件数 件 1 2 0 3 

④  ②のうち２病院に拒否された件数 件 2 0 0 2 

⑤  ②のうち３病院に拒否された件数 件 4 0 0 4 

⑥  ②のうち４病院以上に拒否された件数 件 2 0 0 2 

⑦  ②のうち転院拒否され、身体科の医療
ができずに病状が悪化又は死亡等した件数 

件 2 0 0 2 

⑧  R5.4～R7.10末のうち転院拒否され、
身体科の医療ができずに病状が悪化または
死亡等した件数 

件 7 0 0 7 

合計 件 77 17 0 94 
  

１位 ３位 

【数字表示】件数［順位］ 

【色付け】 

２位 

※②～⑧について、統計のない病院があるため、①との大小比較は必ずしも成立しない。 

※このページは、「精神病床を有する病院」のみが調査対象 
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(３) 身体合併症の治療にかかる他医療機関との連携について（最も当てはまるものを１つ選択） 

項目 
 (Ａ単) 

n＝９ 

(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝16 

うまくいっている 0(0%)[4] 1(25%)[2] 0(0%)[4] 1(6%)[4] 

概ねうまくいっている 2(22%)[2] 2(50%)[1] 0(0%)[4] 4(25%)[2] 

ときどきうまくいかない 5(56%)[1] 1(25%)[2] 1(33%)[1] 7(44%)[1] 

うまくいかないことが多い 2(22%)[2] 0(0%)[4] 1(33%)[1] 3(19%)[3] 

連携はしていない 0(0%)[4] 0(0%)[4] 1(33%)[1] 1(6%)[4] 

合計 9 4 3 16 

 

(４) 精神科病院から他病院への転院を打診する際の連携の課題について（最も当てはまるものを最多５つまで選択） 

項目 
 (Ａ単) 

n＝９ 

(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝16 

転院を依頼しても精神症状を理由に断られる 8(89%)[1] 3(75%)[1] 3(100%)[1] 14(88%)[1] 

転院を依頼しても満床を理由に断られる 4(44%)[4] 1(25%)[2] 1(33%)[3] 6(38%)[2] 

転院を依頼しても入院の適応でないと断られる 3(33%)[5] 0(0%)[5] 3(100%)[1] 6(38%)[2] 

救急の対応中であることを理由に断られる 3(33%)[5] 1(25%)[2] 0(0%)[7] 4(25%)[6] 

対象疾患の医師が不在であることを理由に断られる 5(56%)[2] 1(25%)[2] 0(0%)[7] 6(38%)[2] 

精神科医師が不在であることを理由に断られる 5(56%)[2] 0(0%)[5] 1(33%)[3] 6(38%)[2] 

精神科的対応ができるスタッフがいないことを理由に

断られる 
1(11%)[7] 0(0%)[5] 1(33%)[3] 2(13%)[7] 

受け入れの可否についての回答が遅い 1(11%)[7] 0(0%)[5] 1(33%)[3] 2(13%)[7] 

合計 30 6 10 46 
  

１位 ３位 

【数字表示】実数(割合)[順位] 

【色付け】  

２位 

１位 ３位 

【数字表示】実数(割合)[順位] 

【色付け】  

２位 

※このページは、「精神病床を有する病院」のみが調査対象 
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３ 身体合併症の課題について（最も課題と考えられる順番に１～４を記載） 

 

項目 
 (Ａ単) 

n＝８ 

(Ｂ療) 

n＝２ 

(Ｃ総) 

n＝１ 

A+B+C 

n＝11 

 (Ｄ保) 

n＝３ 

 (Ｅ消) 

n＝９ 

合計 

n＝25 

身体症状の重症度が高く、精神症状の重症度も高

い患者に対応できていない。（下図１の症例） 
26[2] 8[1] 10[1] 44[1] 11[1] 25[2] 80[1] 

身体症状の重症度が低く、精神症状の重症度が高

い患者に対応できていない。（下図２の症例） 
17[3] 5[2] 9[2] 31[3] 9[2] 28[1] 68[2] 

身体症状の重症度が高く、精神症状の重症度が低

い患者に対応できていない。（下図３の症例） 
28[1] 5[2] 8[3] 41[2] 7[3] 17[4] 65[3] 

身体症状の重症度が低く、精神症状の重症度が低

い患者に対応できていない。（下図４の症例） 
9[4] 2[4] 3[4] 14[4] 4[4] 20[3] 38[4] 

合計  80 20 30 130 31 90 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点数に換算している。（１位＝４点、２位＝３点、３位＝２点、４位＝１点） （単位：点） 

１位 ３位 

【数字表示】件数［順位］ 

【色付け】 

２位 
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身体合併症における課題に関する主な意見（問５の自由意見より） 

【３ 身体：高、精神：低】 

・今後は対応困難な認知症患者の身体症状などへの対応が増大

してくることが予測される。③の患者の受け入れ先が少ない

ということは極めて重い問題である。（Ｃ総） 

・③の患者を、回復期に精神面をケアできないという理由で受

け入れを断る医療機関が多いことが課題。（Ｅ消） 

【２ 身体：低、精神：高】   ・単科精神科病院では身体症状の処置ができない。（Ｅ消）   

・身体症状を理由に、元の単科精神科病院に下り患者を受けてもらえない。（Ｃ総） 

・身体症状を優先するべきか判断が難しい中等度の事例においては受入れ先選定が難航（例：ＬＶＯスケールは正常であるもの

の、頭痛等で脳卒中も疑われる）。（④でも発生、Ｅ消） 

・既往歴に精神疾患があり、腹痛や頭痛、自損行為で外傷がある場合の救急搬送は、搬送困難となる事案が多く発生。（Ｅ消） 

【１ 身体：高、精神：高】 

・精神疾患が理由で、身体症状の重症度が高い患者の救急搬送

先の確保に長時間を要している。（Ｄ保） 

・精神病床がある２次、３次医療機関が少なく、そこで断られる

と収容先確保が非常に困難になる。（③も同様、Ｅ消） 

【４ 身体：低、精神：低】    ・精神症状を理由に、元の施設、一般病院に下り患者を受けてもらえない。（Ｃ総） 

・精神疾患の既往があることで身体科における診療対応が躊躇され、輪番病院へ連絡しても身体症状により受入れ困難と回答さ

れるケースがあり、救急現場において搬送先の選定に時間を要する事例がある。（Ｅ消） 

・身体症状が重篤な傷病者については、２次３次医療機関のご尽力により、比較的スムーズな搬送が可能。（Ｅ消） 



7 

 

 

 

４ 今後、県立病院に期待する役割（機能）（最も当てはまるものを最多５つまで選択） 

  ○合計（n＝30）の回答件数が多い順に並べ替えている。 

項目 
 (Ａ単) 

n＝９ 
(Ｂ療) 

n＝４ 

(Ｃ総) 

n＝３ 

A+B+C 

n＝16 

 (Ｄ保) 

n＝５ 

 (Ｅ消) 

n＝９ 

合計 

n＝30 

精神科身体合併症医療 7(78%)[1] 3(75%)[1] 2(67%)[2] 12(75%)[2] 5(100%)[1] 9(100%)[1] 26(87%)[1] 

民間病院等で受け入れが難しい患者の受入れ(※) 7(78%)[1] 3(75%)[1] 3(100%)[1] 13(81%)[1] 3(60%)[2] 4(44%)[5] 20(67%)[2] 

精神科救急医療（救急拠点病院・輪番病院） 3(33%)[5] 3(75%)[1] 2(67%)[2] 8(50%)[3] 3(60%)[2] 8(89%)[2] 19(63%)[3] 

精神科救急情報センター 4(44%)[3] 1(25%)[6] 2(67%)[2] 7(44%)[4] 2(40%)[5] 1(11%)[7] 10(33%)[4] 

新興感染症医療 1(11%)[7] 1(25%)[6] 0(0%)[9] 2(13%)[8] 3(60%)[2] 5(56%)[3] 10(33%)[4] 

措置入院、医療保護入院、応急入院の受入れ 0(0%)[11] 2(50%)[4] 0(0%)[9] 2(13%)[8] 2(40%)[5] 5(56%)[3] 9(30%)[6] 

結核医療 4(44%)[3] 0(0%)[10] 1(33%)[6] 5(31%)[5] 2(40%)[5] 0(0%)[11] 7(23%)[8] 

災害医療 2(22%)[6] 1(25%)[6] 2(67%)[2] 5(31%)[5] 2(40%)[5] 1(11%)[7] 8(27%)[7] 

医療観察法鑑定入院・指定通院の受入れ  1(11%)[7] 2(50%)[4] 1(33%)[6] 4(25%)[7] 1(20%)[9] 1(11%)[7] 6(20%)[9] 

依存症専門医療 0(0%)[11] 0(0%)[10] 0(0%)[9] 0(0%)[12] 1(20%)[9] 2(22%)[6] 3(10%)[10] 

治療抵抗性統合失調症の治療 1(11%)[7] 1(25%)[6] 0(0%)[9] 2(13%)[8] 0(0%)[12] 0(0%)[11] 2(7%)[11] 

精神科児童思春期医療 1(11%)[7] 0(0%)[10] 1(33%)[6] 2(13%)[8] 0(0%)[12] 0(0%)[11] 2(7%)[11] 

その他（訪問診療及びオンライン診療） 0(0%)[11] 0(0%)[10] 0(0%)[9] 0(0%)[12] 1(20%)[9] 0(0%)[11] 1(3%)[13] 

その他（夜間休日や掛かり付け以外の人の受け入

れ体制の強化） 
0(0%)[11] 0(0%)[10] 0(0%)[9] 0(0%)[12] 0(0%)[12] 1(11%)[7] 1(3%)[13] 

合計 31 17 14 62 25 37 124 

（※）積極的に退院先（自宅退院、施設移行）の調整を行っているものの、受け入れ先が見つからない患者（入院が必要な精神疾患を有してい

ながら、高齢であり生活自立度低い方など） 

４位 １位 ３位 

【数字表示】実数(割合)[順位] 

【色付け】  

２位 
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５ 精神医療に関する自由意見 

（１）精神身体合併症 

通し

番号 

回答者

区分 
内容 

1 (Ａ単) 
・県立病院が民間病院と同じ機能なら存在の必要性が低い。不採算部門を検討すべき

である。県立中央病院に精神科の身体合併症病棟を作ってはどうか。 

2 (Ａ単) 

・身体合併症といっても、外科・内科を含め多くの科があり丸亀病院にそのすべてを

揃えるには無理がある。 

・本来なら県全体で１００万人以下の人口と面積が小さいため、県立中央病院にも設

ける方が現実的と考える。 

3 (Ａ単) 

・今後県立丸亀病院を改築する予定と聞いたが、本来ならば県立中央病院に５０床前

後の精神病棟を併設し、統合すべきであった。 

・精神科医療のためではなく、県職員の雇用維持の為税金が使用されている様に思え

てならない、という意見を我々界隈ではよく耳にする。願わくは新県立丸亀病院が

身体合併症治療をより受入れ可能となるように再編して頂きたい。 

4 (Ｃ総) 

・精神身体合併症患者の受け入れ先の間口を広げることが必要になってくると考え

る。特に今後は一般に対応困難な認知症患者の身体症状などへの対応が増大してく

ることが予測される。 

・精神症状が軽微であるにもかかわらず、身体症状が重度な患者の受け入れ先が少な

いということは極めて重い問題であると考える。これは、精神、身体ともに重症で

ある患者を受け入れる病院の負担が増大し続ける一因にもなると考える。 

5 (Ｃ総) 

（総合病院）退院調整に苦慮する実態がある。 

〇元の精神科単科病院へ退院調整を行うが断られる理由 

・胃管の管理、CV.CV ポート管理、内服薬（特に二次性骨折の内服薬等）が（元の病

院で）採用していないため為処方継続が難しい、入院の長期化が予測される 等 

・退院後、他の病院で入院する場合、身体治療のフォローアップのための（当院での）

外来受診は難しい。 

〇元の施設、紹介元の一般病院への退院調整を行うが断られる理由 

・CV.CVポートの管理、拘束中、不穏・徘徊、暴言暴力、吸引（施設）、ADLの低下（施

設）、自殺企図の既往、精神症状 等 
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通し

番号 

回答者

区分 
内容 

6 (Ｄ保) 

・例えば、今ある県有地もしくは県立中央病院に、精神科外来のみではなく、精神科

の病棟を作る等で受入体制の充実を検討してほしい。 

・精神病床がある２次・３次医療機関が少ない（香川大学附属病院、総合病院回生病

院）のでそこを断られると入院が非常に困難になる。 

・精神症状は軽症、若しくは精神疾患の既往がある（現在は精神症状なく通常に生活

できている）身体症状重症の傷病者を、回復期に精神面をケアできないという理由

で受け入れを断る医療機関が多いことが課題と考える。 

・精神疾患のある方が身体的な治療をする場合、身体症状の重症度に関係なく、精神

科病院での受け入れが困難なケースが多い。 

・内科等の治療により身体が回復に向かうと、精神科の治療には至らず、特に依存症

については治療のタイミングを逃していると感じている。 

7 (Ｄ保) 

・今後、日本の精神医療が長期入院を前提とした「入院医療中心」から短期入院を前

提とした「地域生活中心」へと移行が進むのであれば、単科の精神病院よりも総合

病院の中に精神病棟を持って、精神だけでなく身体合併症も他科と連携しながら急

性期対応できる精神医療のあり方が求められると思う。また、総合病院に精神病棟

をつくるほうが医師・看護師の人員配置基準も手厚くなるため、良質な精神医療が

提供しやすい環境を整えられると考える。 

・精神疾患が理由で、精神疾患がない方に比べ、身体症状の治療に伴う選択肢が狭め

られている。（例：糖尿病を合併している統合失調症患者の在宅における糖尿病自己

管理支援は大変難しい。重度の糖尿病があるにもかかわらず、適切な治療が受けら

れていない。） 

・精神疾患があるという理由で、身体症状の重症度が高い患者の救急搬送先の確保に

長時間を要している。 

・拒食で精神科病院を受診した際、総合病院で身体合併症がないことを診てもらって

からでなければ診れないと言われた。 

・自殺未遂者支援について二次救急医療機関にヒアリングを行ったところ、精神科リ

エゾン派遣に対するニーズがあり検討をお願いしたい。 

8 (Ｅ消) 

・精神科疾患患者の救急受け入れ先が診療科目に精神科をもつ特定の民間病院に依存

している状況である。精神科医療において経営的な採算性を考慮すると問題点もあ

るが、県民のため県立病院はこの役割を果たす必要があると考える。 

・精神救急は様々な疾患や自傷行為等による外傷などの身体合併症を伴うことが多々

あり、救急要請時には受け入れ先決定が困難となる。 
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通し

番号 

回答者

区分 
内容 

9 (Ｅ消) 

・観察結果から軽度の身体合併症と判断された場合は、丸亀病院で受入、精神科領域

とその他、内科、外科領域などの治療が同時並行で進めることができるように総合

診療科を創設していただき、可能な範囲で搬送困難事案の減少にご協力いただきた

い。 

・既往歴に精神疾患があり、腹痛や頭痛、自損行為で外傷がある場合の救急搬送は、

搬送困難となる事案が多く発生している。 

・身体合併症を認める傷病者を積極的に受入していただける体制が整えば、搬送困難

症例の件数減少の一助となると考える。 

10 (Ｅ消) 

・丸亀病院において、重症身体合併症傷病者を受け入れて欲しいとは言わないが、軽

傷・中等症の身体合併症傷病者は受け入れて欲しい。 

※現状では軽傷の身体合併症傷病者も断られることが多い。例：精神疾患既往のリス

トカット等出血少量で止血済。 

11 (Ｅ消) 

・県立病院に求められる役割として、身体合併症を有する精神科患者の受け入れ基幹

施設としての機能強化（体制整備）、身体症状・精神症状双方を総合的に評価できる

診療体制の構築、ハブとしての役割を希望する。 

・身体症状が重篤な傷病者については、二次三次医療機関のご尽力により、比較的ス

ムーズな搬送が可能となっている。しかしながら、身体症状を優先するべきか判断

が難しい中等度の事例においては（例：ＬＶＯスケールは正常であるものの、頭痛

等で脳卒中も疑われる）受入れ先選定が難航し、結果として搬送困難となる状況が

生じている。 

・身体症状と精神疾患を併せもつ傷病者（身体合併症を有する精神科既往患者）につ

いては、医療機関での受入れが円滑に進まないケースが依然として存在する。特に、

精神科疾患の既往があることで診療対応が躊躇され、輪番病院へ連絡しても受入れ

困難との回答により救急現場において搬送先の選定に時間を要する事例が確認さ

れている。 

12 (Ｅ消) 

・特に身体症状併発症例では、かかりつけ医でも精神科単科で処置困難を理由に受入

れ困難ケースや、他の医療機関でも初診や心療内科が無くフォローできないといっ

た理由で断られ、受入れ先を苦慮するケースが散見されている。 

13 (Ｅ消) ・身体合併症患者の受入・転院フロー図が機能していないと感じている。 
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（２）精神身体合併症以外 

通し

番号 

回答者

区分 
内容 

14 (Ａ単) 

・24時間 365日対応の精神科システムの基幹病院としての役割、 

・民間精神科病院での対応困難な患者の積極的な受け入れなどを県立丸亀病院に期待

する。 

15 (Ｄ保)  
・経済状況により、入院時の入院準備金が用意できず、病院の選択肢が少なくなる場

合がある。 

16 (Ｄ保)  ・精神科救急情報センターとしての機能強化を期待する。 

17 (Ｄ保)  

・精神科救急情報センターの機能強化。措置診察の指定医及び措置入院の受け入れ先

の確保に長時間を要することがあるため、スムーズに確保できるように体制を整え

てほしい。 

・精神科医療の地域偏在に対応するため、訪問診療及びオンライン診療体制の検討を

お願いしたい。 

・少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、高齢出産などにより育児ノイ

ローゼや産後うつ病の発症リスクが高まること、また、思春期女子の自殺者数が増

加していることを踏まえ、産科及び小児科との連携をお願いしたい。 

・ギャンブル依存や薬物依存、クレプトマニア等に関する依存症専門医療を受けられ

る精神科医療機関を増やしてほしい。 

・2040年問題に向けては、医療（院内地域連携室）と福祉（自治体窓口）のスムーズ

な連携がより一層求められており、地域包括支援センターにおいては障害福祉サー

ビスに関する相談窓口や担当部署との連携強化を図ってほしい。  
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通し

番号 

回答者

区分 
内容 

18 (Ｄ保)  

・災害時の医療のうち、精神医療の体制が十分でない。 

 （DPATチームが少ない、DPATと DMATの連携の推進、避難所での治療体制の確保、

被災者の長期的なメンタルヘルス対策、支援者のメンタルヘルス対策） 

・措置入院先の医療機関によって対応に差がある。県内のある医療機関では指定医療

機関であるが「措置入院は日中のみ受入れ可能」「最初は受ける予定だったが受け入

れられなくなった」と直前の受入れ拒否があるなど対応に苦慮している。 

・診療所やクリニックは増えたが、精神科病院の受診・入院については誤解や偏見が

あり、早期受診につながりにくい現状である。 

・精神疾患に対する予防・早期発見・退院後の支援の仕組みが、他の疾患と比較して

遅れている。 

・コロナ後のメンタルヘルス悪化による、女性や子どもの自殺者数が顕著に増加し、

対策を考えるための医療機関・行政・地域での情報共有する場が少ない。 

・病院・国・県・市町・福祉・NPO・ボランテイアのつながりが弱い。 

・「保健所及び市町村における精神保健福祉業務要領」（厚生労働省 R5.11.27）の発出

後、市町によっては、福祉課・保健課の職員による、個別事例の相談支援は進んで

いる。今後は、精神保健福祉センターや保健所と協力・連携のもと、関係機関と協

働したアウトリーチ・普及啓発等が必要であると感じている。 

19 (Ｅ消) 
・精神輪番制を行っているが、実際は、かかりつけ以外は受け入れしてもらえないこ

とが多々あり、制度として問題がある。 
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 香川県の身体合併症医療及び精神科医療における今後の県立病院に 

求められる役割に関するアンケート票【精神病床を有する医療機関】 

病院名  

担当部署名  

担当者名  

電話番号  

メールアドレス  

 

以下のアンケートについて、ご記入のほど、よろしくお願いします。（該当する項目に☑または回答欄

に必要事項を記入のうえ、設問にご回答ください。） 

 

１ 精神病床及び医師の体制等について（令和７年４月１日現在 ①～④のみ） 

  

２ 身体合併症対応について 

(1)身体合併症患者の病院種別転院件数（対象：令和７年４月 1日～７年６月 30日の３か月間） 

 

(2)身体合併症患者の転院・転院拒否件数（対象：令和７年４月 1日～７年６月 30日の３か月間） 

質問項目 回答欄 

①許可精神病床数（精神病床）       床 

②稼働精神病床数（精神病床）       床 

③精神科医師数 
（正規職員）     名 

（非正規職員）    名 

④③のうち精神保健指定医数 
（正規職員）     名 

（非正規職員）    名 

⑤精神病床の延入院患者数（R6年度） 

 毎日 24 時（R6年度）現在在院患者数＋R6年度退院患者数 
     人 

⑥精神病床稼働率（R6年度）【（⑤÷（②×365日））×100】      ％ 

転院項目 回答欄 

① 精神科の無い病院への転院      件 

② 精神科の標榜はあるが精神病床のない病院への転院      件 

③ 精神病床がある病院への転院      件 

④ 不明      件 

転院項目 回答欄 

① 転院件数      件 

② 転院拒否件数      件 

③ ②のうち１病院に拒否された件数      件 

④ ②のうち２病院に拒否された件数      件 

⑤ ②のうち３病院に拒否された件数      件 

⑤ ②のうち４病院以上に拒否された件数      件 

⑥ ②のうち転院拒否され、身体科の医療ができずに病状が悪化または死亡等し

た件数 
     件 

⑦ R5.4～R7.10末のうち転院拒否され、身体科の医療ができずに病状が悪化また

は死亡等した件数 
     件 

※ 項目１～３は、「(１)県内の精神

病床を有する病院」のみを対象とし

ている。 
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(3)身体合併症の治療にかかる他医療機関との連携について(最も当てはまるものを１つ選択してく

ださい。) 

 

  ☐ うまくいっている         ☐ 概ねうまくいっている 

 

 ☐ ときどきうまくいかない      ☐ うまくいかないことが多い 

 

 ☐ 連携はしていない 

 

 

(4)精神科病院から他病院への転院を打診する際の連携の課題について（最も当てはまるものを最多

５つまで選択してください。） 

 

  ☐ 転院を依頼しても精神症状を理由に断られる 

 

  ☐ 転院を依頼しても満床を理由に断られる 

 

  ☐ 転院を依頼しても入院の適応でないと断られる 

 

  ☐ 救急の対応中であることを理由に断られる 

 

  ☐ 対象疾患の医師が不在であることを理由に断られる 

 

  ☐ 精神科医師が不在であることを理由に断られる 

 

  ☐ 精神科的対応ができるスタッフがいないことを理由に断られる 

 

  ☐ 受け入れの可否についての回答が遅い 

 

  ☐ その他  （自由記入：                           ） 
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３ 身体合併症の課題について（最も課題と考えられる順番に１～４を記載してください。） 

 

症例区分１～４ 
課題順位 

（１～４） 

身体症状の重症度が高く、精神症状の重症度も高い患者に対応できていない。 

（下図１の症例） 
 

身体症状の重症度が低く、精神症状の重症度が高い患者に対応できていない。 

（下図２の症例） 
 

身体症状の重症度が高く、精神症状の重症度が低い患者に対応できていない。 

（下図３の症例） 
 

身体症状の重症度が低く、精神症状の重症度が低い患者に対応できていない。 

（下図４の症例） 
 

※ 課題順位が不明の場合は空欄で構いません。 

 

自由記入欄（その他ご意見があれば以下にご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 

３ 

２ 

４ 
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４ 今後、県立病院に期待する役割（機能）（最も当てはまるものを最多５つまで選択してください。） 

 

☐ 精神科救急医療（救急拠点病院・輪番病院） ☐ 精神科救急情報センター 

 

☐ 精神科児童思春期医療  ☐ 精神科身体合併症医療 

 

☐ 依存症専門医療     ☐ 結核医療     ☐ 新興感染症医療 

 

☐ 災害医療        ☐ 治療抵抗性統合失調症の治療 

 

☐ 措置入院、医療保護入院、応急入院の受入れ 

 

☐ 民間病院等で受け入れが難しい患者の受入れ（※）  

 

☐ 医療観察法鑑定入院・指定通院の受入れ  

 

  ☐ その他  （自由記入：                           ） 

 

※積極的に退院先（自宅退院、施設移行）の調整を行っているものの、受け入れ先が見つからない患者（入院が必要な精

神疾患を有していながら、高齢であり生活自立度低い方など） 

 

５ 精神医療に関する自由意見 

 

～～～～～ ご協力、ありがとうございました。～～～～～ 
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県立精神科病院として丸亀病院がこれまで担ってきた業務、役割

１．他の医療機関や施設での受け入れが難しい患者の受入れ

※次に掲げる参考値は、主として各項目にあてはまる患者について、直近３か月（令和７年９月

～11 月）の受け入れ状況を示したもの。なお、同期間における新規入院患者数は４５名。

（１）高齢者施設、一般病院からの依頼（入院 10 名）

【例】がんや認知症により、せん妄、興奮、暴力などの症状が強まった患者

（２）他の精神科病院が断った患者（入院５名）

【例】他院で過去にトラブルがあった者や、反社会的勢力関係者

（３）身元不明で健康保険未加入者、または、身元引受人がいない患者（入院１名）

（４）刑務所の服役中（殺人、傷害、窃盗等）に精神病症状が出現または悪化した患者

（入院１名）

（５）拘留中の犯罪容疑者のうち、不穏、興奮などが著明であり、診察、投薬が必要な患者

や、違法薬物等による精神症状のため、拘留を一時停止して入院加療が必要な患者（入

院２名）

（６）違法薬物使用や飲酒運転の被疑者への、裁判所令状執行下での強制採尿、採血

（外来２名）

２．精神保健福祉行政等への関わり

（１）県所管の業務

精神医療審査会や、患者からの退院請求対応、措置診察等へ医師を派遣

（２）精神鑑定

裁判官や検察官から精神鑑定の依頼に応じて、鑑定医療を提供。精神鑑定は負担が大

きく、さらに裁判に出廷した際は、意見が対立する弁護側あるいは検察側から相当な追

及を受けるケースもあるため、精神科医からは敬遠傾向。

（３）心神喪失者等医療観察法に基づく医療

当院には現在、精神保健判定医が２名在籍しており、地裁からの依頼により審判員を

担っている。

また、裁判所での審判の結果、医療観察法下の通院処遇に処するとの決定がなされた

患者を受け入れている。

（４）その他の相談支援

・丸亀市「丸亀市アウトリーチ相談支援」に医師を派遣 など

資料５



2

３．医師確保・職員育成・派遣

（１）医師、医学生

① 若手医師の精神保健指定医等の資格取得支援

徳島大学、香川大学から当院に派遣された若手医師は、「精神保健指定医」の資格を

取得している。また、当院で必要症例を経験することで、「精神科専門医」を取得して

いる。

② 医師研修

一般病院で初期臨床研修を受けている研修医の、1 か月間の精神科研修の受け入れ。

【年間受入数】20 名程度

③ 医学生実習

医学部５、６年生の大学外での 1 か月間の臨床実習の受け入れ。

【年間受入数】10 名程度

（２）看護師、看護学生

① 香川県看護協会、日本精神科看護協会に講師として当院看護師を派遣している。

［在籍：精神看護専門看護師 1 名、精神科認定看護師 4 名、認知症看護認定看護師

1 名、摂食・嚥下障害認定看護師 1 名］

② 看護実習生の受け入れ

【年間受入数】200 名程度

③ 看護学生に対する講義への医師派遣

・精神医学疾病治療論、精神看護学方法論［６養成機関に派遣］

４ 新興感染症、災害医療への対応

（１）新型コロナウイルス感染症対応

結核患者用の陰圧感染隔離病棟を活用し、新型コロナウイルス陽性患者の入院受け入

れを、病原体の特性が十分に解明されていない初期段階から実施。

【当院で新型コロナウイルス陽性患者の入院受け入れを行った主なケース】

・自宅で生活していた認知症、知的障害患者

・他の精神科病院に定期的に通院していたが、入院対応を断られた患者

・他の精神科病院に措置入院する直前に新型コロナウイルス陽性となった患者

・高齢者施設の認知症患者で、徘徊、興奮等で安静が保てない患者

（２）災害医療

   当院は、「災害拠点精神科病院」に指定されており、県立病院として、大規模災害発生

時の災害対応を担うことが求められているとともに、そのための研修や機材整備等の準

備を推進。

【主な役割】

  ・県内外の他の精神科病院が被災した場合、広域搬送された患者の積極的な受け入れ。

   ・災害発生後の地域生活再建に向けた訪問看護やデイケアなどの社会復帰支援。

・災害派遣精神科医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣による被災地で精神的ケアを必要とす

る方への支援。



丸亀病院の現状と役割

第２回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 令和７年12月19日

参考資料

（第１回香川県立丸亀病院整備検討委員会資料【抜粋】）



医療機関の指定等

内容
県内対象
病院数

丸亀病院
丸亀病院に関係する
主な施設指定等

救急指定病院（輪番）で対応できなかった精神科救急患者の最終的な受入
先。

１○①精神科救急拠点病院

救急指定病院（輪番）の空床情報等を収集し、関係機関と必要な連絡調整を
行う。

１○②精神科救急情報センター

県の委託により精神科救急輪番を受託している病院。県内２圏域で輪番制
を組む（大川・高松と中讃・三豊）。

12○③精神科救急指定病院

措置入院（自傷他害の恐れがある精神障害者について、精神保健指定医２
名の診断により措置）の受入が可能。

14○
④措置入院への対応
（民間病院は指定病院）

応急入院（入院の同意が得られない者について、精神保健指定医の診察に
より入院（72時間以内）させる）の受入が可能。

５○⑤応急入院指定病院

東日本大震災、熊本地震を受け、診療機能・避難所機能・DPAT派遣機能等
を基準に、各都道府県に１か所以上整備。

２○⑥災害拠点精神科病院

心身喪失者等医療観察法に基づき実施する、処遇の要否と内容を決定する
「鑑定入院」、入院によらない医療を受けさせる「指定通院」を実施。
※香川県内の医療機関では、「指定入院」は実施していない。

鑑定入院 ３
指定通院 ４
指定入院 ０

○
⑦医療観察法に基づく
鑑定入院、指定通院

依存症の専門性を有した医師が入院や外来専門プログラムを行っているこ
と等を基準に、都道府県が選定。

３○
⑧依存症専門医療機関
（当院はアルコール）

精神病床において入院を必要とする精神障害者である結核患者に対して、
収容治療を行う。

１○
⑨結核患者収容治療モデル
病室（精神病床）

【その他の指定】
⑩保険医療機関 ⑪労災保険指定医療機関 ⑫指定自立支援医療機関（精神通院医療） ⑬生活保護法指定医療機関
⑭特定病院 ⑮広域救護病院 ⑯難病医療指定医療機関 ⑰小児慢性特定疾病指定医療機関
⑱難病医療協力病院 ⑲出入国管理及び難民認定法に基づく指定医 ⑳船員法指定医

1



丸亀病院の主な役割について

【実績】【概要】

【R6丸亀病院】

当番日数64回

（入院4件 、外来3件 、電話応対まで9回）

【R6県全体】

当番日数８７２回

（入院146件、外来161件、電話応対まで260回）

※当番回数は、夜間と休日の合計

○ 夜間・休日に緊急的な医療を必要とする精神障害者のた
め、県内を２圏域に分け、精神科病院の輪番制による受入
体制を整備している。

※ こころの医療センター 五色台、赤沢病院は大川・高松圏
域も担当している。
※ 地域拠点病院として小豆島病院が指定されている。

輪番病院①

【R6丸亀病院】

入院５件、外来３件、電話応対まで17件

○ 輪番病院で対応できなかった患者の最終的な受け入れ
先として丸亀病院が指定されている。

（丸亀病院で2床確保、24時間365日対応。）
精神科救急拠点病院②

【R6丸亀病院】

外来２件、電話応対９件

精神科救急病院の空床情報等：4,015件(FAX)

○ 丸亀病院が指定されており、緊急な医療を必要とする精
神障害者等の搬送先となる医療機関と円滑な連絡調整を
実施している。

○ 各病院の空床情報等を扱うため、公的な機関が担うこと
が望ましい。

精神科救急情報セ ン
ター

③

馬場病院、三光病院、大西病院、いわき病
院
（こころの医療センター五色台、赤沢病院）

大川・高松
（６病院）

三船病院、こころの医療センター五色台、
赤沢病院、西紋病院、丸亀病院、
しおかぜ病院、回生病院、清水病院

中讃・三豊
（８病院）

１ 精神科救急

2



【実績】【概要】

・措置 【R6丸亀病院】 4人 【R６県全体】 ３８人

・医療保護 【R6丸亀病院】 37人 【R６県全体】 １，５47人

・応急 【R6丸亀病院】 なし 【R６県全体】 ９９人

※県全体の医療保護入院件数は、届出数

○ 患者に適切な治療を提供するためには、各入院手段を選
択できる体制を確保した上で、患者に応じた適切な入院
手段を選択する必要がある。

・措置入院…自傷他害の恐れがある精神障害者について、
精神保健指定医２名の診断により措置。

・医療保護入院…入院を必要とする精神障害者で、任意入院
を行う状態にない者について、精神保健指定医１名の診察
及び家族等の同意により入院。

・応急入院…応急入院の受入れが可能（急速を要し、入院の
同意が得られない者について、精神保健指定医の診察に
より入院（72時間以内）させる）。

措置入院、医療保護入院、
応急入院患者の受入れ

①

【R6丸亀病院 １日当たり平均入院患者数】

※急性期患者：精神科急性期治療病棟入院料算定患者

○ 積極的に退院先（自宅退院、施設移行）の調整を行って
いるものの、受け入れ先が見つからない患者（入院が必要
な精神疾患を有していながら、高齢であり生活自立度低
い方など）については、長期の入院を継続している。慢性
期患者は減少しているものの、今後も一定数の患者を受
入れる必要があると考えている。

他医療機関や施設での
受け入れが難しい患者
の受入れ

②

【R6丸亀病院】 120名（1日平均外来患者数）
＜内訳＞

精神科外来：６５名、精神科デイケア：２２名

内科：１７名、歯科：９名、外来作業療法：７名

○ 精神科（デイケア等含む）、内科、歯科において外来を実
施しており、主に近隣住民にご利用いただいている。

地域患者の外来③

【R6丸亀病院】 ３名（治療人数）

○ 丸亀病院では、令和５年12月から開始。
○ 県内では９病院が実施。

○ 他の複数の抗精神病薬で十分な効果が得られなかった
「治療抵抗性統合失調症」に対して使用される薬であり、そ
の効果が唯一認められている。

クロザピン「治療抵抗性
統合失調症治療薬」によ
る治療

④

R6R3R元H29H27

19.517.217.518.018.1急性期患者数(人）

65.175.677.886.491.1慢性期患者数（人）

２ 入院・外来患者の受入れ 3



【実績】【概要】

【R6丸亀病院】 ・入院延べ患者 678人
・外来延べ患者 1,502人

（うち新規受診患者数 25人）
・院内断酒会 624人 （延べ人数）
・アルコール家族会 30人 （延べ人数）
・地域断酒会 123人 （延べ人数）

○ 香川県依存症専門医療機関（アルコール）として、外来、
入院において診療を実施している。

○ 断酒会、家族会を開催している。

依存症専門医療機関（ア
ルコール）としての依存
症診療

①

【R6丸亀病院】 ・鑑定入院 0人 （直近）R3：1人
・指定通院 ２人

○ 処遇の要否と内容を決定する「鑑定入院」、入院によらな
い医療を受けさせる「指定通院」の患者を受入れられる体
制を確保している。

心身喪失者等医療観察
法に基づく鑑定入院、指
定通院

②

【R6丸亀病院 児童・思春期外来】

○ 丸亀病院常勤医師１名と、他の医療機関からの非常勤医
師により、週１～２日の外来診療を行っている。

児童・思春期外来③

【R6丸亀病院

結核患者収容治療モデル病床で受入れた患者について】
○ 精神病床において入院を必要とする精神障害者である
結核患者に対して、収容治療を行う。（精神科においては、
県内唯一。）

○ 結核患者は入院が長期化することが多く負担は大きい
が、県立の精神科病院として引き受けている。

結核患者収容治療モデ
ル病室

④
R6R5R4R3

－結核コロナコロナ症例

0２1313実入院患者数(人)

0117810平均在院日数(日)

R6R5R4R3

878667684717延べ患者数（人）

３ 専門医療の提供
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【実績】【概要】

【丸亀病院常勤精神科医師 在籍数】 （単位：人）

○ 近年、２～４名の新規の専攻医を受入れており、単科精
神科病院である丸亀病院で措置入院等の幅広い症例を経
験し、精神保健指定医を取得している。

医師確保・育成①

【丸亀病院精神科医師の派遣】 （単位：回/週）

○ 県立中央病院及び高松市立みんなの病院へ、それぞれ週
１回、リエゾンとして精神科医師を派遣している。

○ 県立中央病院に、週１回、緩和ケアのために精神科医師
を派遣している。

○ 県立白鳥病院に、月４回、物忘れ外来のために精神科医
師を派遣している。

医師派遣②

【丸亀病院】

月１回程度の定期的な派遣に加え、特に相談が必要な患者
については、不定期の派遣要請にも応じている。

○ 県立中央病院に、精神看護専門看護師（リエゾン）を派遣
し、中央病院看護師の、精神身体合併症患者に対する看護
師の対応力向上を図っている。

精神科看護専門看護師
（リエゾン）の派遣

③

R7R6R5R4

910109常勤精神科医師

（2）（3）（4）（3）（うち専攻医）

R7R6内容派遣先

１１精神科リエゾン
中央病院

１１緩和ケア

１１物忘れ外来白鳥病院

１１精神科リエゾン
高松市立

みんなの病院

４ 医師確保・職員育成・派遣 5



【実績】【概要】

【R6丸亀病院】

・ 派遣に備えての必要な資機材の整備

・ 院内合同避難訓練実施（2回/年）

・ 部署別防災訓練の実施（10回/年）

○ 災害時における精神科医療を提供する上での中心的な
役割を期待されており、２病院（県立丸亀病院とこころの医
療センター五色台）が指定されている。

○ 大規模災害時の入院患者受入れ先確保等のため、拠点病
院が必要である。

災害拠点精神科病院①

【R6丸亀病院】

DPAT派遣体制の維持・拡充を目指し、DPAT研修への参
加などにより、職員の育成を継続実施。

○ 丸亀病院の医師が県のDPAT統括者に就任している。

○ 丸亀病院は、「香川DPAT」として、２チーム計15名を登
録しており、うち１チームは先遣隊を編成可能である。活動
要請に応じられる体制を確保している。

○ ５病院10チームが編成可能（こころの医療センター五色
台３、丸亀病院２、三光病院２、四国こどもとおとなの医療
センター２、西紋病院１）。先遣隊を編成可能なのは３病院
（こころの医療センター五色台、三光病院、丸亀病院）。

DPAT②

６ 地域医療への貢献（主なもの）

５ 災害精神科医療

【実績】【概要】

【R6丸亀病院】 延べ13名を派遣
○ 看護師育成に貢献するため、県内の看護学校に、医師や
看護師を講師として派遣している。

看護学校への講師派遣①

【R6丸亀病院】 延べ35名を派遣
○ 日本看護協会が主催する研修に、認定看護師等を講師
として派遣している。

自治体や団体等への講
師派遣

②

【R6丸亀病院】 延べ８機関、1,530名を受入れ
○ 看護師育成に貢献するため、県内の看護学生を受け入れ
ている。

看護学生の受入れ③

※その他、薬剤部学生実務実習、作業療法臨床実習も受け入れている。 6



【実績】【概要】

【R6丸亀病院】 4件

【R６県全体】 診察件数 延べ９２件

○ 措置入院の要否について、精神保健指定医２名以上の診
察による判定が必要である。

○ 丸亀病院の精神保健指定医も判定に協力している。

措置診察①

【R6丸亀病院】 精神医療審査会定例部会出席 6回

【R6県全体】 精神医療審査会定例部会 開催24件

○ 精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律に基づき、精神障害者の権利擁護を目的とした審
査を行う機関である。
具体的には、措置入院や医療保護入院の患者の退院請求

や処遇改善請求の審査、定期報告の審査、入院期間の更新
の届けの審査などを行う。

○ 丸亀病院の精神保健指定医も会議に協力している。

精神医療審査会その他
の会議への協力

②

【R6丸亀病院】 実地審査：7回（指定医数延べ７人）

【R６県全体】 実地審査：18回（指定医数延べ２５人）

○ 精神科病院において、精神障害者に対する人権に配慮し
た適正な医療及び保護が確保されることを目的として、年
１回各病院において、実地指導・実地審査が実施される。

○ 丸亀病院の精神保健指定医も実地審査に協力している。

精神科病院実地指導（実
地審査）

③

７ 精神保健福祉行政への協力（主なもの） 7


